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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 第５期中長期計画 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」とい

う。）は、エネルギー・地球環境問題の解決及び産業技術力の強化に貢献する

ことを大目的とし、その実現に向けて、革新的かつ多様な技術シーズの創出と

それを企業等による事業化、すなわちイノベーションに結びつける「研究開発

マネジメント」等を推進している。 

現下のエネルギー・環境政策、産業技術・イノベーション政策を巡る状況を

見ると、世界的に温暖化・気候変動への対応を経済成長の制約やコストではな

く成長の機会として捉え、脱炭素社会の実現に向けた研究開発や投資を加速す

る動きが活発化している。こうした中、我が国としても、2020 年 10月に

「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、その実現に向け、「2050年カーボ

ンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2021年６月）」、「第６次エネルギー

基本計画（同 10 月）」、「クリーンエネルギー戦略中間整理（2022 年５月）」等

において、省エネルギーや再生可能エネルギーの最大限の導入に加え、新たな

産業としての水素やアンモニアのサプライチェーン構築等、産業構造や社会経

済の変革を進めるための方策を示している。 

また、米中対立の先鋭化や新型コロナウイルス感染症の蔓延等を契機とした

不確実性や地政学的リスクの高まり、デジタル化の加速等に伴う個人の価値観

や行動の多様化といった環境変化の中、産業技術・イノベーションのあり方や

取り組むべき社会課題も複雑化している。このような状況認識の下、統合イノ

ベーション戦略 2022（2022年６月）では、コロナ後の新しい社会における成

長を牽引する先端技術の国際競争力強化、経済成長の原動力であるイノベーシ

ョンを生み出すためのスタートアップを含むエコシステムの形成、さらには国

家・国民の安全を経済面から確保する経済安全保障に関する取組等を示してい

る。 

さらに「スタートアップ育成５か年計画（2022年 11月）」として、2022年

をスタートアップ創出元年と位置付け、人材・ネットワークの構築、資金供給

の強化と出口戦略の多様化、オープンイノベーションの推進を３本柱として推

進する政策の全体像を示している。 

加えて、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造から、クリーンエネルギ

ー中心のものへ転換すること等を通じて、エネルギー安定供給、経済成長、脱

炭素化の３つを同時に実現することを目指すグリーントランスフォーメーショ

ン（ＧＸ）の実行の流れが加速化している。ＧＸ実現に向けた基本方針（令和

５年２月 10日閣議決定）の決定・公表、脱炭素成長型経済構造への円滑な移

行の推進に関する法律（令和５年法律第 32号。以下「ＧＸ推進法」という。）

の公布・施行、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（令和５年７月 28日閣議



決定）、分野別投資戦略（令和５年 12月 22日経済産業省公表）が決定・公表

されており、今後 10年程度のＧＸの方針が示されている。 

このような中で、機構は、エネルギー・環境政策、産業技術・イノベーショ

ン政策の実施を担う重要な国立研究開発法人として、これまで組織として培っ

てきた知見やノウハウ、ネットワーク等を更に強化・活用し、政府と産業界と

の間に立って、機構のミッション、ひいては、エネルギー・地球環境問題の解

決や産業技術力の強化へ貢献する。 

こうした現下の状況・政府方針を踏まえ、以下の第５期中長期目標期間にお

ける機構のミッションに取り組む。 

①第一に、高度な研究開発マネジメントの実施による研究開発成果の創出とそ

の成果を企業等が速やかに社会実装に繋げることを支援するなど、研究開発マ

ネジメントを通じたイノベーション1創出に貢献する。 

②第二に、研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援を推進す

る。 

③第三に、戦略分野を見極めつつ、中長期的な視点に立った研究開発やイノベ

ーション政策等の企画・立案に貢献するため、機構の技術インテリジェンス2を

強化する。 

 

Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

第５期中長期目標期間において、上記ミッションを達成するため、「研究開

発成果の最大化その他の業務の質の向上」に向けて、以下の１．から３．に掲

げる業務を行う。 

また、当該業務の項目を一定の業務等のまとまりと捉えて「評価単位」とさ

れたことを踏まえ、業務を実施するが、評価単位の設定によって内部の縦割り

が助長されることのないよう、各業務間の連携、相乗効果の発揮に十分留意し

て組織運営及び業務遂行を適切に行う。 

 

１．研究開発マネジメントを通じたイノベーション創出への貢献 

研究開発事業の目的及び特徴を踏まえた適切な研究開発マネジメントを実施

することによって、研究開発成果の最大化及び企業等による事業化・社会実装

の促進を目指す。各事業の遂行にあたっては、プロジェクトチーム（以下「Ｐ

Ｔ」という。）を組み、研究開発マネジメントを実施する。 

 

 
1 ここでの「イノベーション」としては、（１）社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法（技術・

アイデア）や既存手法の新たな組合せで新たな価値（製品・サービス等）を創造し、（２）社会・顧客の

普及・浸透を通じて、（３）ビジネス上の対価（キャッシュ）の獲得、社会課題解決に貢献する一連の活

動を念頭に置いている。 
2 ここでの「技術インテリジェンス」とは、国内外の技術、研究開発動向等に関して収集された情報につ

いて、分析、加工され解釈を付加されたものを指している。 



（１）ナショナルプロジェクト及びテーマ公募型事業の実施 

ナショナルプロジェクトは、民間企業等のみでは取り組むことが困難な、実

用化・事業化までに中長期の期間を要し、かつリスクの高い研究開発に対し、

機構の資金提供と研究開発マネジメントの下に取り組む研究開発事業及び研究

開発に伴って実施する技術の有効性を確認するための実証事業である。テーマ

公募型事業は、技術分野や研究開発課題を指定した上で、民間企業等から幅広

く提案を募る形態による研究開発事業である。 

 事業の企画立案・実施・評価の各段階において、以下のとおり業務を行う。

なお、各事業の企画立案・実施・評価にあたっては、プロジェクトマネージャ

ー（以下「ＰＭｇｒ」という。）が中心となるＰＴを組むことを基本とする。 

 ＰＭｇｒは事業の成果・効果を最大化させるため、実務責任者として担当事

業全体の進行を計画・管理し、事業遂行にかかる業務を統括する。その際、事

業の企画立案段階から、研究成果の社会実装に向けた知財・標準化戦略を検討

し、その内容を事業に反映していく。 

また、産業構造審議会経済産業政策新基軸部会において、機構に導入すると

されている懸賞金制度については、先導研究等の実施を通じて、研究成果の評

価基準、懸賞金額の設定方法、コンテストの競技方法、広報の在り方などのノ

ウハウを蓄積・整備し、従来型の研究開発手法を変えていく制度として、導入

を進める。 

①事業の企画立案 

 事業の企画立案においては、国や機構のイノベーション戦略センター（以下

「ＴＳＣ」という。）が策定する技術戦略に基づき企画立案することを基本と

する。技術戦略の策定段階においては、当該分野の政策・規制・標準等の動向

把握・分析を踏まえ、知的財産権、標準化、性能評価、環境影響評価、ロード

マップ・ガイドライン、データベース策定、産業人材育成、規制構築のための

実証等の企業等による研究開発成果の事業化・社会実装に必要となる要素を可

能な限り特定し、企業の事業戦略と一体の知財・標準化、社会実装につながる

内容とする。 

 経済産業省が概算要求で行う事前評価に必要に応じて協力するとともに、概

算要求の結果を踏まえて、基本計画を作成する。各事業の基本計画には、中間

時点や事業終了時での達成目標を定量的かつ明確に示す。また、中長期視点か

ら事業がもたらす経済的価値（市場創出効果等）や社会的価値（温室効果ガス

削減量等）等をアウトカム目標として示し、それら価値起点での事前評価を行

い、その結果を基本計画に反映する。特に研究開発成果に関するＩＳＯ・ＩＥ

Ｃ等の国際標準化が有効と考えられる分野では、基本計画において、標準化に

係る具体的な取組を記載する。この際、標準化提案・審議を実施する国内外の

標準関係団体との連携強化のあり方も検討する。 

②事業の実施 



 事業の実施においては、公募を行い、外部有識者による審査により最適な実

施体制を構築する。各事業の実施に当たり、研究インテグリティ確保に向けた

取組を行うとともに、 事業実施者における交付申請・契約・検査事務等の手

続きの公正さやコンプライアンスを確保しつつ不断の簡素化・効率化を図る。

また、事業の予見性を高めるとともに進捗に応じた柔軟な執行を可能とするた

め複数年度契約や、研究開発のニーズに迅速に応える追加予算措置等の制度

面・手続き面の改善を継続的に行う。 

 委託事業の実施においては、事業で創出された知的財産には原則として日本

版バイドール条項を適用し、知的財産の受託者帰属を通じて研究活動を活性化

し、その成果を事業活動において効率的に活用できるようにする。また、事業

の目的を達成するために、事業の開始までに事業参加者間で知的財産合意書を

策定することや海外市場展開を勘案した出願を原則化した「知財マネジメント

基本方針」を全委託事業に適用する。また、事業の企画立案段階から知財・標

準化戦略を検討し、その内容を踏まえた事業を実施するとともに、事業の実施

及び後述の評価の結果を踏まえ、鋭意見直しを行っていく。 

 さらに、有望技術の絞り込みや実施体制の見直し等を柔軟かつ規律を持って

行うための「ステージゲート方式」を事業の性質に応じて導入するとともに、

参加者のモティベーションを向上させ、より質の高い研究成果を得るためのイ

ンセンティブを与える仕組みを、原則令和５年度以降開始する全ての交付金事

業に導入する。加えて、機構の研究開発成果を事業活動において活用しようと

する取組に対する人的及び技術的支援等を行うとともに、株式会社産業革新投

資機構や株式会社日本政策投資銀行等の外部機関と積極的に連携し、研究開発

成果の事業化・社会実装を促進する。 

研究開発成果を企業等が速やかに事業化できるよう、機構として、研究開発

成果を経営において有効に活用するための効果的方策（研究開発マネジメン

ト、テーマ選定、提携先の選定、経営における活用に向けた他の経営資源との

組み合わせ等）を事業者に対して提案すること、上記に記載した通り、事業開

始段階から知財・標準化戦略を検討し、その内容を踏まえた事業を実施するこ

とを通じて、事業参加企業における社会実装の確度を高めることなど、技術経

営力の強化に向けた助言を積極的に行う。 

さらに、事業や開発成果についての適時・適切な情報発信や、開発成果のユ

ーザーへのサンプル提供の実施、マッチング機会の創出等のユーザーや市場・

用途の開拓に係る支援を行う。 

③事業開始後の評価 

各事業について、中間評価及び終了時評価を実施し、必要に応じて追跡評価

を行う。評価にあたっては、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者の知見

等を活用し、研究開発成果の企業等による社会実装をにらみ、環境変化への対



応やアウトカム指標で提示する価値起点での評価を行う。また、ＯＯＤＡ3ルー

プ構築によるアジャイルな研究開発の一環として、国の資源配分の一助とする

ため、研究開発の評価結果を国に提供する。その際、評価を通じて当該プロジ

ェクト及び機構としての研究開発マネジメントの質の向上につながるよう、効

果的・効率的な評価方法を継続的に検討し、適時適切に改善していく。さら

に、各評価結果を当該事業あるいは関連する事業の運営に反映するよう取り組

み、必要に応じて知財・標準化を含む事業の社会実装のための取組の確度を高

めるための軌道修正を行うとともに、研究開発マネジメントに係る知見、教

訓、事例等として蓄積することにより、マネジメント機能全体の改善・強化に

反映させる。各評価結果については、技術情報等の流出等の観点に配慮しつ

つ、可能な範囲で公表する。 

また、機構は、研究開発成果の企業等による速やかな社会実装を支援するこ

とで、経済効果（アウトカム）の創出に繋げることが重要である。これまでの

研究開発成果を活用して上市、製品化された主要な製品・プロセス等につい

て、それらが社会にもたらした経済効果（アウトカム）を把握する取組を行

う。第１期中期目標期間に開始された事業の成果から創出された経済効果（ア

ウトカム）は、第４期中長期目標期間において、約 2.7兆円（2023年２月時

点）と推計されるところ、懸賞金型の研究開発の導入等を通じて研究開発マネ

ジメントの高度化を図ることにより、第５期中長期目標期間に開始された事業

の成果から創出される経済効果（アウトカム）については、将来的にそれ以上

の規模の効果を創出することを目指す。さらに、第５期中長期目標期間の機構

の研究開発成果を通じて、将来的に期待される経済効果（アウトカム）につい

て、事業の企画立案段階から予測・推計する取組を行う。加えて、過去事業の

成果から創出された経済効果（アウトカム）把握から得られる研究開発マネジ

メント及び社会実装に向けた取組に係る好事例や課題を整理・分析することに

よって第５期中長期目標期間における研究開発マネジメントへのフィードバッ

クを適切に行う。 

 

（２）国際実証・国際共同研究事業の実施 

 国際実証・国際共同研究事業は、非化石エネルギーを発電に利用する技術、

エネルギー使用合理化のための技術、鉱工業の技術等の海外における実証事業

及び外国の研究開発機関等と連携し、相互の強みを持ち寄って行う国際共同研

究プロジェクト等の事業である。こうした海外実証等を通じて、我が国の先進

的技術の国内外での普及を図る。 

 
3 OODA(ウーダ)は、「Observe（観察する）、Orient（判断する）、Decide（決定する）、Act（実行する）」

の一連のサイクルを意味する。 



各事業の企画立案・実施・評価にあたっては、プロジェクトチーム長が中心

となるＰＴを組むことを基本とし、本事業の特性を踏まえた上で、１．（１）

に準じて、業務を行う。 

 

（３）特定公募型研究開発業務の実施 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 

63 号）第 27 条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務（特に先進的で

緊要な革新的技術の創出のための研究開発等であって事業の実施が複数年度に

わたり、その事業の実施者を公募により選定するもの。以下同じ。）を経済産

業省等と連携して実施する。 

 

①ムーンショット型研究開発事業 

総合科学技術・イノベーション会議が決定する、人々を魅了する野心的な目

標及び経済産業省が策定する研究開発構想を踏まえ、機構は、複数の研究開発

を統一的に指揮・監督するプログラム・ディレクター（以下、「ＰＤ」とい

う。）の任命、プロジェクトマネージャーの公募・採択、研究開発の実施及び

それに付随する調査・分析機能等を含む研究開発体制の構築、中間評価・終了

時評価を含めた研究開発の進捗管理等研究開発の実施を担う。また、研究開発

の推進においては、その途中段階において研究開発目標の達成見通しを随時評

価し、研究開発の継続・拡充・中止などを決定する。 

②ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業 

経済産業省が策定する研究開発計画に従い、機構は、事業の進捗管理、研究

開発に付随する調査・分析等、研究開発マネジメントの実施を担う。なお、研

究開発の推進においては、その途中段階において、研究開発目標の達成見通し

を適宜確認し、必要に応じて所要の改善を行う。また、研究開発終了後は研究

開発目標の達成状況など所要のフォローアップを行う。 

③グリーンイノベーション基金事業 

経済産業省が策定した「グリーンイノベーション基金事業の基本方針」に従

って、機構は、産業構造審議会のグリーンイノベーションプロジェクト部会、

分野別ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）、経済産業省及び関係省庁

等と緊密に連携し、透明性・実効性の高いガバナンス体制の下で、成果を最大

化できるよう本基金事業に取り組む。本基金事業の実施にあたり、機構は、本

基金の管理・運用、担当省庁のプロジェクト担当課室に対する「研究開発・社

会実装計画」の作成支援、公募・審査・採択・契約／交付・検査・支払に係る

事務、プロジェクトマネージャーの選任、実施者に対する事業推進支援、プロ

ジェクトに対する技術面・事業面での専門家の助言、ＷＧへのプロジェクトの

進捗報告、プロジェクトのモニタリング・評価結果の公表、国内外への戦略的

広報・イベント開催、重点分野における技術・市場動向の調査、本基金事業の



実施状況・成果の把握と経済産業省への報告等を担っている。ただし、本基金

事業で対象とする研究開発テーマは革新的なものであり、企業等が困難な課題

に挑戦した結果としての計画の未達成や途中での計画変更は当然あるものと考

えるべきであるため、開発の途中段階における進捗確認やその評価が実施者の

過度の負担にならないように配慮する。 

④経済安全保障重要技術育成プログラム事業 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

（令和４年法律第 43号。以下「経済安全保障推進法」という。）及び当該法律

に基づき国が定めた方針・指針に基づき、経済安全保障の観点から、先端的な

重要技術に関するニーズを踏まえたシーズを中長期的に育成するプログラムを

推進する。機構は、国の研究開発ビジョンの達成及び研究開発構想を実現する

ため、ＰＤ又はプログラム・オフィサーを任命し、研究開発課題の進捗管理・

評価等を行う。 

⑤バイオものづくり革命推進事業 

成長分野における大胆な投資の促進として、多様な原料から微生物等を介し

て様々な製品を創り出すバイオものづくりを対象に、実用化研究開発・実証を

継続的に支援する。機構は、経済産業省が策定する研究開発の計画に従い、事

業の進捗管理、研究開発に付随する調査・分析等、研究開発マネジメントの実

施を担う。なお、研究開発の推進においては、その途中段階において、研究開

発目標の達成見通しを適宜確認し、必要に応じて所要の改善を行う。 

 

（４）国際的な議論への貢献及び関係機関との連携等 

世界トップレベルの産官学関係者が一堂に会して、地球温暖化問題の解決に

向けたエネルギー・環境技術のイノベーションを促進する方策を議論する国際

会議ＩＣＥＦ(Innovation for Cool Earth Forum)等の国際的な取組への貢

献、先進諸国等との連携を着実に進める。 

さらに、日本の技術の海外展開と海外における研究開発動向把握のため、海

外の研究開発機関や政府機関との協力関係を強化する。その際には、一方的な

技術流出にならないよう双方にとってＷｉｎ－Ｗｉｎの関係となるような連携

の推進を図る。 

 

（５）各事業における技術流出の防止 

各事業の実施に当たり、技術情報流出の防止強化のため、公的研究機関等に

おいて、外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号。以下「外為法」

という。）の遵守徹底などの安全保障貿易管理の取組の促進や、経済安全保障

推進法に基づく機微な技術を適切に管理するための体制整備、研究インテグリ

ティの確保に向けた対応が求められていることを踏まえ、そのための具体的取

組内容を推進する。 



また、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について（令和６年３月

29日関係府省申合せ）」における研究セキュリティ・インテグリティの確保の

ための今後の取組の方向性に沿った対応を実施する。重要経済安保情報の保護

及び活用に関する法律（令和６年５月 17 日法律第 27号）についても政府の方

針に沿った必要な対応を実施する。 

さらに、経済安全保障上重要となる技術情報は、技術進捗に伴い、刻々と変

化していくことが考えられる。こうした技術の変化に適切に対応していくた

め、後述３.（１）に記載するＴＳＣを中心とした技術インテリジェンス機能

を活用した情報の収集、経済安全保障に関係するプロジェクト等の執行を通じ

た政策貢献、関係プロジェクト等で得られた成果の適切な情報管理を着実に行

う。 

 

なお、機構として上記（１）から（３）の業務に積極的に取り組むととも

に、組織としての機能強化につなげること、また、（４）及び（５）の取組を

着実に行うこととし、以下のとおり定量指標を設定する。 

 

（定量指標） 

指標１‐１ 

当該事業年度の研究開発マネジメント活動について、外部有識者により構成

される委員会において、①機構として質の高い研究開発マネジメントが行われ

ているか、②個別のプロジェクトの実情に応じた特筆すべきマネジメントの工

夫や機構の大目的であるエネルギー・地球環境問題の解決や産業競争力の強化

等に貢献する顕著な研究開発の成果につながっているか、③マネジメントの工

夫が乏しく適切な研究開発マネジメントを実施していないと認められるものが

ないかといった観点で評価を行う。具体的には、①が適切に実施できているこ

とを基礎として、②を加点要素、③を減点要素として評価し、４段階評点の平

均が最上位または上位の区分の評価となることを目標とする。 

 

指標１‐２ 

機構が行う追跡調査の結果において、関係者が、プロジェクトの意志決定、

企画、推進に重要な役割を果たしたキーパーソンとして、機構が選ばれた割合

40％以上を目指す（第４期中長期目標期間の実績平均は、32.2％）。（アウトカ

ム指標） 

 

２．研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援 

研究開発の成果を基に、新たな市場の開拓や事業の実施を目指す研究開発型

スタートアップは、イノベーションの担い手として期待されている。我が国に

おける新産業の創出や国際競争力強化のため、機構は、質の高い研究開発マネ



ジメントを担う機関として、「技術的目利き」の視点やスタートアップを取り

巻く民間資金や事業会社、政府の政策・制度と連携した「技術とマネーの結節

点」として、研究開発型スタートアップの成長を支援する。併せて、事業の遂

行を通じて、機構におけるスタートアップ向けの研究開発マネジメントの確立

を目指す。加えて、スタートアップ支援に関する他機関との連携によるネット

ワーク構築等にも努め、我が国におけるスタートアップ・エコシステム構築の

一翼を担う。 

 

（１）イノベーション・エコシステムの形成に資する研究開発型スタートアッ

プの育成 

機構はこれまで、研究開発型スタートアップに対する研究開発助成等によ

り、スタートアップの研究開発の高度化やリスクの低減に貢献しており、第４

期中長期目標期間には、起業前後の概念実証から民間リスクマネーの獲得、事

業化の支援に至るまで、研究開発型スタートアップを支援してきた。 

第５期中長期目標期間においては、イノベーションの担い手として、革新

性・機動性に富んだ研究開発型スタートアップの育成がより一層重要になって

きていることに鑑み、スタートアップの研究開発に対する支援の質を一層高め

ていく。特に、高度な研究開発のプロジェクトマネジメントを行うプロフェッ

ショナルとして、研究開発型スタートアップが直面する課題解決を支援し、イ

ノベーションの担い手としての成長・企業価値向上を後押しする観点から、下

記のディープテック・スタートアップ支援事業等の実施を通じ、起業前後の概

念実証への支援とともに、ベンチャーキャピタルや事業会社等と協調し、実用

化開発や量産・実証開発を大規模かつシームレスに支援する。また、グローバ

ル化を視野に入れたイノベーションの実現に向け、国外のニーズや国外規制等

に対応するための研究開発・実証についても同様にシームレスに支援を行う。

さらに、研究開発の高度化に加え、「スタートアップ向け研究開発マネジメン

ト」として重要な事業開発や事業・組織の強化を促進する観点から、経営人材

候補等の育成や外部からの専門人材等の参画を促す取り組み等も合わせて実施

する。 

また、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化

法等の一部を改正する法律（令和６年６月７日法律第 45号）により国立研究

開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14年法律第 145号。

以下「ＮＥＤＯ法」という。）が一部改正され、機構によるディープテック4分

 
4「ディープテック」は、主として以下のような技術を指す用語 

・大学や研究機関、事業会社の研究開発から生まれた革新的な技術であること。対象技術分野は、ロボテ

ィクス、ＡＩ、エレクトロニクス、ＩｏＴ、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ライフサイエン

ス、バイオテクノロジー技術、航空宇宙等の幅広い分野が入るもの。 

・商業化までに長期的かつ多額の研究開発投資や設備投資を要するもの。 

・社会課題（特に中長期的な社会課題）の解決に貢献するもの。 



野のスタートアップ（以下「ディープテック・スタートアップ」という。）の

事業開発活動への補助業務が追加された5（ＮＥＤＯ法第 15条第３号の２）。本

補助業務は、情報提供依頼（RFI）を活用するなどにより得られたスタートア

ップに係る情報、政府で策定された分野別戦略及び国際的な動向等を踏まえた

大きな成長事例の創出に向けた優先度の高い分野を対象とし、革新的な技術を

社会実装させる自律的なスタートアップ・エコシステムの実現に資するディー

プテック・スタートアップへの支援、並びに、ＧＸ推進法第 7 条に基づく脱炭

素成長型経済構造移行債を財源として、ＧＸ分野を対象とし、ＧＸの実現に資

するディープテック・スタートアップへの支援を行う。 

 

（２）関係機関とのネットワーク構築 

上記のスタートアップ向け研究開発マネジメントの実施に当たっては、多様

な支援策や制度を有効に活用していくことが重要であることから、官民の関係

機関との連携体制の構築が不可欠である。 

機構として、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）の運

営等を通じ、研究開発型スタートアップを含む我が国企業が組織や業種等の壁

を越えて、企業等の技術やノウハウ、人材等を組み合わせ、新たな価値を創造

するオープンイノベーションの取組を促進するとともに、スタートアップ支援

機関連携協定（Plus）の取組等を通じ、スタートアップ支援を行う他の公的支

援機関等との連携やスタートアップに関わる専門家（士業、有識者、起業経験

者等）とのネットワーク構築や支援人材の育成等の支援を強化する。 

第５期中長期目標期間においても新規事業に積極的な事業会社や研究開発型

スタートアップへの出資に注力するベンチャーキャピタルとの関係強化を含

め、引き続きこれらの取り組みを実施することにより、我が国におけるスター

トアップ・エコシステムの構築に貢献する。 

 

（３）特定公募型研究開発業務の実施 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 

63 号）第 27 条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務を経済産業省等

と連携して実施する。 

 

① ディープテック・スタートアップ支援事業 

 
5 今般のＮＥＤＯ法改正により追加する業務の対象者とするスタートアップについては、過去にベンチャ

ーキャピタル（ＶＣ）等から事業資金を得ている事業者であって、これまでの共同研究開発その他の事業

連携等により製品・サービスに対する需要の存在が一定程度裏付けられつつあり、また、企業化に向けた

社内体制（当該体制の構築を目指す計画段階のものを含む。）及び具体的なマイルストーンを有し、事業

成長のために研究開発投資を積極的に行っているようなものを指す。 



スタートアップの事業成長のための資金供給の強化と事業展開を推進するた

め、革新的な技術を有し、社会課題解決に資するディープテック・スタートア

ップが行う実用化研究開発、量産化実証、海外技術実証等を支援する。 

 

また、機構として２.（１）から（３）の業務に積極的に取り組むととも

に、組織としての機能強化につなげることとし、以下のとおり定量指標を設定

する。 

 

（定量指標） 

指標２‐１ 

当該事業年度の研究開発マネジメント活動について、外部有識者により構成

される委員会において、①スタートアップの発掘、資金提供、ソフト支援及び

事業会社との連携等、社会課題解決に資するスタートアップの育成のための質

の高いマネジメントが行われているか、②個々のスタートアップの実情に応じ

た特筆すべきマネジメントの工夫を通じて、アウトカムとして、支援したスタ

ートアップが成果を挙げ、外部資金の獲得や株式上場（ＩＰＯ）等の成長につ

ながっているかの観点で評価する。具体的には、①が適切に実施できているこ

とを基礎として、②を加点要素として評価し、４段階評点の平均が最上位また

は上位の区分の評価となることを目標とする。 

 

指標２‐２ 

機構が行うスタートアップの追跡調査の結果で関係者が、機構の担当者の対

応に「満足している」「非常に満足している」と回答した率 85％以上、かつ

「非常に満足している」と回答した率 35％以上を目指す（第４期中長期目標期

間中における実績値：「満足している」及び「非常に満足している」87.0％、

「非常に満足している」34.8％）。（アウトカム指標） 

 

（４）その他の取組 

機構の各種事業に積極的に「中堅企業・中小企業・スタートアップ」を参画

させていくことを目的に第４期中長期目標において、機構全体として毎事業年

度の新規採択額に占める中堅企業・中小企業・スタートアップの割合 20％以上

とする数値目標を設定していたところ、第５期中長期目標においては、これを

30％に引き上げ努力目標として運用することにより、事業に中堅企業・中小企

業・スタートアップの参画を促す。 

 

３．政策立案や研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンスの強

化・蓄積 

（１）政策立案・研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンス機能 



 ＴＳＣを中心として、国内外の有望技術・先端技術と社会課題・市場課題の

動向に関する情報を収集・把握と同時に技術革新がもたらす将来の国内外市場

を分析し、その成果を政策当局に政策エビデンスとして提供する。さらに、企

業等による迅速な社会実装に向けたイノベーション・エコシステムの構築やグ

ローバル市場の早期獲得につなげるための政策立案に貢献する。 

 そのために、国内外における革新的な技術の探索、その技術を実用化するま

でのボトルネックの見極め、将来の国内外の市場に及ぼすインパクトの予測及

びこれら分析に基づく政策エビデンスの提供に関する機能及び能力の向上に取

り組む。その際、特許庁の技術動向調査等行政機関が実施する調査研究からの

技術動向の把握、最新の科学技術情報を持つ研究機関等との連携強化及び国内

外における研究者のみならず企業、金融機関、起業家、投資家等と議論を交わ

しながら、問題意識の共有やニーズの掘り起こしを行い研究者、技術者等との

ネットワーク構築に取り組む。また、国だけではなく民間企業におけるイノベ

ーション促進にも資する活動の成果の積極的な発信とフィードバックに基づく

質的向上を目指す。 

政策エビデンスを提供する活動の一つとして、ＴＳＣは「技術戦略」の策定

を通じ、多様なニーズに対応したタイムリーな技術インテリジェンスの提供及

び将来の技術課題の提示を行う。「技術戦略」は、原則これら国内外の技術情

報の収集・分析の成果を踏まえた、技術革新がもたらす将来の国内外市場の分

析及び産学官の連携等によりその市場獲得につなげるための施策（研究開発プ

ロジェクト構想を含む）の方向性からなるものとする。また、必要に応じて政

策動向も勘案した政策当局との議論を通じ、技術分野毎に企業が抱える共通の

課題や技術領域を抽出することにより、産学官連携やスタートアップ企業等に

よる課題解決に向けた取組を促進する。さらに、新たな事業の創出及び産業へ

の投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和６年

６月７日法律第 45 号）によるＮＥＤＯ法の一部改正によって追加された、特

定新需要開拓事業活動に関する計画の認定を主務大臣より受けた者からの依頼

に応じて行う助言業務（ＮＥＤＯ法第 15 条第８号の２）について、技術戦略

の策定の過程で得られた知見等を用いて確実に対応し、知財・標準化を一体的

に活用したオープン＆クローズ戦略の策定・活用による市場獲得・社会実装の

取組を進める。また、その対応を通じて、機構のオープン＆クローズ戦略の策

定・活用に関する知見を深化させ、研究開発マネジメントの高度化に貢献す

る。なお、「技術戦略」の策定においては、内容の客観性を担保するため、情

報の取扱及び情報の陳腐化に注意しつつ、策定途中の案の取りまとめの方向性

について複数の外部専門家から意見を聞く。また、知財・標準については、事

業成果の社会実装のための重要な取組と位置付け、個々の技術戦略の必須の検

討事項とする。 



さらに、社会課題の解決とともにグローバル市場獲得に向け、海外事務所も

最大限活用したグローバルな最先端技術動向や知財・標準化動向、市場動向の

調査・分析を行うなど、ＴＳＣの技術情報収集・分析に関する機能強化及び政

策エビデンス提供能力の向上のための体制強化に取り組むとともに、事業推進

部の職員を必要に応じて関与させる仕組みを導入する。 

加えて、統合イノベーション戦略２０２２で指摘されているように、近年、

科学技術・イノベーションが激化する国家間の覇権争いの中核を占めている

中、安全・安心な社会の構築の観点から、昨今の情勢変化によるリスクの拡大

も含め攻撃が多様化・高度化するサイバー空間におけるセキュリティの確保、

新たな生物学的な脅威への対応、宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への

対応、また、これらの領域を横断するリスク・脅威・危機への対応としても先

端技術への期待が極めて高まっている。我が国の科学技術の現状の情報収集、

客観的根拠に基づく先端技術の進展予測、国内外の科学技術の動向把握など先

進技術について技術情報の収集・分析を行うことが重要である。 

さらに、機構の技術インテリジェンス能力の向上を図るため、機構でまとめ

た技術インテリジェンス情報について、様々な分野における技術情報を有する

企業・大学・国立研究開発法人・スタートアップ企業等の研究者と議論を深

め、積極的にセミナー等による情報発信を推進する。 

 

（２）イノベーションシーズの創出による政策立案等への貢献 

新たな産業の創出を目指す課題等の解決に向け、従来の発想に依らない革新

的かつインパクトある技術シーズを発掘・育成するため、産学連携による先導

研究プログラムを推進する。これらの成果をイノベーションシーズとして、ナ

ショナルプロジェクトの立ち上げや、より早い社会実装に結び付く共同研究等

に繋げる。 

先導研究の実施に当たっては、情報提供依頼（ＲＦＩ）により得た技術情報

や政策ニーズに基づく情報も踏まえてＴＳＣが取りまとめた技術インテリジェ

ンスを活用し、将来における新産業創出や社会課題の解決に資する革新的な技

術を対象とする。 

また、技術課題や社会課題の解決に向け、多様なアイデアを取り込むため、

コンテスト形式による懸賞金型の研究開発方式を導入し、我が国の新産業創出

に向けて課題の解決に資するシーズを発掘する。 

 

機構として技術インテリジェンスの向上に積極的に取り組むこととし、以下

の定量指標を掲げ、その達成状況を評価する。 

 

（定量指標） 

指標３‐１ 



外部有識者により構成される委員会において、①内外の技術情報の収集・分

析、②政策エビデンスの提供、③活動の成果の発信、④特定新需要開拓事業活

動に関する計画の認定を主務大臣より受けた者からの依頼に応じて行う助言業

務の実施状況の４つの観点で、策定した資料の政策文書への引用数、施策立案

等に活用された技術戦略の数等の定量指標も用いながら評価し、４段階評点の

平均が最上位または上位の区分の評価となることを目標とする。 

 

指標３‐２ 

機構が行う技術インテリジェンス活動から得た技術シーズについて、新技術

先導研究プログラムの課題として実施したテーマの終了時評価結果が、４段階

評点の最上位または上位の区分となる比率 40％以上を目指す（第４期中長期目

標期間における実績平均：40.6％）。（アウトカム指標） 

 

Ⅱ．基金事業の適切な管理・執行 

機構の中長期目標期間を超えて長期間実施される基金事業である特定公募型

研究開発業務、特定半導体生産施設整備等助成業務及び特定重要物資の安定供

給確保支援業務については、基金額の適切な管理・運用、助成金の申請手続き

等の効率化・迅速化及び支援事業者管理等を適切に行った上で管理・執行する

ことが求められる。 

このため、基金事業に該当する以下の事業・業務について、管理・執行にあ

たっての共通の指標を設けることにより、基金の管理・執行面の評価を一体的

に行う。 

① ムーンショット型研究開発事業（再掲） 

② ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業（再掲） 

③ グリーンイノベーション基金事業（再掲） 

④ 経済安全保障重要技術育成プログラム事業（再掲） 

⑤ バイオものづくり革命推進事業（再掲） 

⑥ ディープテック・スタートアップ支援事業（再掲） 

⑦ 特定半導体生産施設整備等助成業務 

機構は、経済産業省と緊密に連携し、特定高度情報通信技術活用システムの

開発供給及び導入の促進に関する法律（令和２年法律第 37号）第 29条等の規

定に基づき、基金を設置して同法の認定を受けた事業者（以下「認定事業者」

という。）に対して助成金の交付を行い、また、認定事業者に対して貸付けを

行う金融機関への利子補給金の支給の業務を行う。 

⑧ 特定重要物資の安定供給確保支援業務 

経済安全保障推進法第 42条第２項の規定に基づき、経済産業大臣から安定

供給確保支援独立行政法人として機構が指定されたことを踏まえ、当該指定に



係る特定重要物資の安定供給確保支援業務を行うことにより、経済安全保障の

観点から当該特定重要物資のサプライチェーンの強靱化に寄与していく。 

機構は経済産業省と密接に連携し、経済安全保障推進法に基づき、安定供給

確保に取り組む事業者に対し、ＮＥＤＯ法第 16条の６に規定する安定供給確

保支援基金を設置し、安定供給確保支援業務を行う。 

 

（定量指標） 

指標４‐１ 

外部有識者により構成される委員会において、①基金管理、②審査業務が適

切に実行されているかを評価し、特筆すべき政策的要請による取組であること

や他の取組への相乗効果が期待できる工夫をしていることなどが確認できた場

合には、加点を行うなどして評価し、４段階評点の平均が最上位または上位の

区分の評価となることを目標とする。 

 

Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 

１．柔軟で効率的な業務推進体制 

（１）業務の効率化 

第５期中長期目標期間中、一般管理費（人件費を除く）及び業務経費（特殊

要因を除く）の合計について、新規に追加されるものや拡充される分及びその

他所要額計上を必要とする経費を除き、毎年度平均で前年度比 1.10％以上の効

率化を行う。新規に追加されるものや拡充される分は翌年度から 1.10％以上の

効率化を図る。 

総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じる。 

給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び

総人件費を引き続き公表するとともに、国民に対して納得が得られるよう説明

する。また、以下のような観点からの給与水準の検証を行い、これを踏まえ必

要な措置を講じることにより、給与水準の適正化に取り組み、その検証結果や

取組状況を公表する。 

 

・法人職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与

水準を上回っていないか。 

・高度な専門性を要する業務を実施しているためその業務内容に応じた給与水

準としている等、給与水準が高い原因について、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間

事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明が

できるか。 

・その他、法人の給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるもの

となっているか。 



 

また、既往の政府の方針等を踏まえ、組織体制の合理化を図るため、実施プ

ロジェクトの重点化を図るなど、引き続き必要な措置を講じる。 

さらに、業務の効率化の一環として、制度面、手続き面の改善を、変更に伴

う事業実施者の利便性の低下にも留意しつつ行う。 

 

（２）機動的・効率的な組織・人員体制 

関連する政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ、機動的かつ効率的

な人員配置を行う。また、その際、人員及び財源の有効利用により組織の肥大

化の防止及び支出の増加の抑制を図るため、事務及び事業の見直しに努める。

新たな業務を追加する場合は、その業務の規模や特性に応じて必要な組織・人

員体制等の整備に努める。 

さらに、常に時代の要請に対応した組織に再編を行い、本部、国内支部、海

外事務所についても、戦略的・機動的に見直しを行う。 

なお、平成 30 年度補正予算以降、独立行政法人の中長期目標期間を超えた

長期的な課題に取り組むため、特定公募型研究開発業務、特定半導体生産施設

整備等助成業務及び特定重要物資の安定供給確保支援業務は基金化され、中長

期目標期間５年間の期間に留まらない、より長期間の業務であることに加え

て、基金規模は、年間約 1，500億円から約 1,800億円で推移している運営費

交付金予算を遙かに超える事業規模となっているところである。このため、運

営費交付金による業務に加えて、基金業務を同時並行的に対処していくために

は、業務に必要な人員確保が極めて重要となる。第５期中長期目標期間の５年

間は、基金業務の事業進捗が見込まれ、機構による人的な体制整備がその事業

進捗の鍵を握ることになるため、基金事業の執行に係る体制整備を行う。 

これらの機動的・効率的な組織・人員体制の構築については、理事長のトッ

プマネジメントの下で行う。 

 

（３）外部能力の活用 

 費用対効果、専門性等の観点から、機構自ら実施すべき業務、外部の専門機

関の活用が適当と考えられる業務を精査し、外部の専門機関の活用が適当と考

えられる業務については、外部委託を活用する。 

 なお、外部委託を活用する際には、機構の各種制度の利用者の利便性の確保

に最大限配慮する。 

 

２．組織の根幹を支える固有職員及びＰＭｇｒ人材の育成 

環境の変化や時代の要請に応じた機動的かつ柔軟な組織の運営を目指し、組

織の根幹を支える固有職員の育成を推進する。研究開発マネジメントをはじめ

として、各部署での業務高度化・効率化に必要となる専門性の向上を念頭に置



き、適切に人材の育成を行うとともに、こうした個人の能力、適性及び実績を

踏まえた適切な人員配置を行う。育成にあたっては、ＯＪＴを中心に業務遂行

能力を向上させつつ、研修や外部出向、留学などの育成支援を行う。さらに、

機構職員の外部機関への派遣も含め、ＰＭｇｒやマネジメント人材の育成に努

め、機構のマネジメント能力の底上げを図る。 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 24 条第１項の規定

に基づき機構が策定した人材活用等に関する方針の下、将来のＰＭｇｒ人材の

候補を採用して多様な実践経験を積ませることや、利益相反に配慮しつつ民間

企業・大学・機構を含む研究開発法人においてすでに研究開発マネジメントの

実績を有する人材を登用する。政策当局と連携し、政策担当者を含む成果の社

会実装をリードする人材の育成に貢献する。 

なお、外部人材の登用等に当たっては、利益相反排除を徹底する等、透明性

の確保に努める。 

これらの組織の根幹を支える人材育成については、理事長のトップマネジメ

ントの下で行う。 

 

３．デジタル・トランスフォーメーションに係る取組の強化 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令

和３年 12月 24日デジタル大臣決定）に則り、投資対効果を精査した上で情報

システムの適切な整備及び管理を行うこととし、Portfolio Management 

Office（ＰＭＯ）は、ProJect Management Office（ＰＪＭＯ）が行う情報シ

ステムの整備及び管理の実務を支援する。 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進等により事務手続きの一

層の簡素化・迅速化を図るとともに、情報システムの利用者に対する利便性向

上（操作性、機能性等の改善を含む。）やデータの利活用及び管理の効率化に

継続して取り組む。機構及び事業者等の双方で利用するシステムについて、継

続的に見直しを行い業務効率化に向けた改善を図る。また、利便性向上とセキ

ュリティの確保を両立できる情報基盤サービスの調達を実施し、引き続き、オ

フィス勤務とテレワークが混在する多様な働き方を支え、業務の効率化を図

る。クラウドサービスを引き続き、効果的に活用する。 

上記の取組に関連した指標は、ＰＭＯの支援実績、クラウドサービスの活用

実績、業務プロセスのデジタル化の実績とする。 

 

４．積極的な広報の推進 

 産業界を含め、国民全般に対し、機構の取組や、それにより得られた具体的

な研究開発成果の情報発信を図り、また、機構がこれまで実施してきた研究開

発マネジメントに係る成功事例を積極的にＰＲするなど、国内外に向けた幅広

いソリューションの提供を行う。 



 

５．公正な業務執行とアカウンタビリティの向上 

（１）外部評価活用と自己改革の徹底 

 事業の適正な評価を行い、不断の業務改善を行う。また、評価に当たっては

機構外部の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築する。その際、必

要性、効率性、有効性の観点にも留意しながら評価し、その後の事業改善へ向

けてのフィードバックを行う。 

 

（２）適切な調達の実施 

｢独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について｣（平成 27 年５

月 25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、引き続き、外部有識者

等からなる契約監視委員会を開催することにより契約状況の点検を徹底すると

ともに、２か年以上連続して一者応札となった全ての案件を対象とした改善の

取組を実施するなど、契約の公正性、透明性の確保等を推進し、業務運営の効

率化を図る。 

 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

１．財務運営の適正化  

第５期中長期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、業務

の効率化と財務健全化の観点から民間出資金の払い戻しを進めるなど、適正に

計画し健全な財務体質の維持を図る。 

 独立行政法人会計基準（平成 12年２月 16日独立行政法人会計基準研究会策

定、平成 30年９月３日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業

務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位

として業務ごとに予算と実績を管理する。 

 また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

 なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の

発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 

２．予算（人件費の見積もりを含む。） 

 予算の見積もりは運営費交付金の算定ルールに基づきⅢ．１．（１）の目標

を踏まえ試算したものであり、実際の予算は毎年度の予算編成において決定さ

れる係数等に基づき決定されるため、これらの計画の額を下回ることや上回る

ことがあり得る。 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎年度の運営費交付金（Ｇ（ｙ））については、以下の数式により決定する。 

Ｇ（ｙ）（運営費交付金） 



＝Ｓａ１（ｙ）＋Ｒａ１（ｙ）×α１（一般管理費の効率化係数） 

＋Ｂ１（ｙ）（事業に要する経費）×β１（事業の効率化係数） 

×γ１（中長期的政策係数） 

＋Ｓａ２（ｙ）＋Ｒａ２（ｙ） 

×α２（特定の事業の一般管理費の効率化係数） 

＋Ｂ２（ｙ）（特定の事業に要する経費）×β２（特定の事業の効率化係数） 

×γ２（特定の事業に係る中長期的政策係数） 

＋Ｃ１（ｙ）（調整経費１）＋Ｃ２（ｙ）（調整経費２） 

＋Ｃ３（ｙ）（調整経費３）＋Ｃ４（ｙ）（調整経費４） 

－Ｄ１（ｙ）（自己収入）－Ｄ２（ｙ）（特定の事業の自己収入） 

 

Ｓａ１（ｙ） ＝ Ｓａ１（ｙ－１）×ｓ１（一般管理費人件費調整係数） 

Ｒａ１（ｙ） ＝ Ｒａ１（ｙ－１）×δ（消費者物価指数） 

 

Ｂ１（ｙ）（事業に要する経費） 

＝Ｓｂ１（ｙ）（事業費人件費）＋Ｒｂ１（ｙ）（その他事業に要する経費） 

Ｓｂ１（ｙ） ＝ Ｓｂ１（ｙ－１）×ｓ２（事業費人件費調整係数） 

Ｒｂ１（ｙ） ＝ Ｒｂ１（ｙ－１）×δ（消費者物価指数） 

 

Ｓａ２（ｙ）  

＝ Ｓａ２（ｙ－１）×ｓ３（特定の事業の一般管理費人件費調整係数） 

Ｒａ２（ｙ） ＝ Ｒａ２（ｙ－１）×δ（消費者物価指数） 

 

Ｂ２（ｙ）（特定の事業に要する経費）＝Ｓｂ２（ｙ）（特定の事業費人件費） 

＋Ｒｂ２（ｙ）（特定の事業のその他に要する経費） 

Ｓｂ２（ｙ） ＝ Ｓｂ２（ｙ－１）×ｓ４（特定の事業費人件費調整係数） 

Ｒｂ２（ｙ） ＝ Ｒｂ２（ｙ－１）×δ（消費者物価指数） 

なお、Ｓａ２（ｙ）、Ｒａ２（ｙ）、Ｓｂ２（ｙ）、Ｒｂ２（ｙ）は、前年度に

該当する経費がある場合に本項を用いて算定するものとする。 

 

Ｄ１（ｙ）（自己収入）＝Ｄ１（ｙ－１）×ｄ１（自己収入調整係数） 

Ｄ２（ｙ）（特定の事業の自己収入） 

＝Ｄ２（ｙ－１）×ｄ２（特定の事業の自己収入調整係数） 

 

Ｂ１（ｙ） ：運営費交付金額のうち事業に要する経費相当分。 

Ｂ２（ｙ） ：運営費交付金額のうち特定の事業に要する経費相当分。 

Ｃ１（ｙ） ：特殊要因により特定の年度に一時的に発生する資金需要につい

て必要とする経費。短期間で成果が求められる研究開発への対応や退職手当



の支給、そのほか、短期的な政策ニーズ及び特殊要因に基づいて増加する経

費に該当しない経費であり、かつ、毎年度の効率化が困難であると認められ

る経費（独立行政法人等に対する不正な通信の監視体制（第二ＧＳＯＣ）に

係る経費等）について、必要に応じ計上する。 

Ｃ２（ｙ） ：政策ニーズ及び特殊要因に基づいて長期的な発生が見込まれる

資金需要について必要とする経費。重点施策の実施（競争的資金推進制

度）、法令改正に伴い必要となる措置等の政策ニーズ及び特殊要因に基づい

て増加する経費並びにその他所要額の計上を必要とする経費について必要に

応じ計上する。 

Ｃ３（ｙ） ：特定の事業の特殊要因により特定の年度に一時的に発生する資

金需要について必要とする経費。特定の事業において、短期間で成果が求め

られる研究開発への対応や退職手当の支給、そのほか、短期的な政策ニーズ

及び特殊要因に基づいて増加する経費に該当しない経費であり、かつ、毎年

度の効率化が困難であると認められる経費（独立行政法人等に対する不正な

通信の監視体制（第二ＧＳＯＣ）に係る経費等）について、必要に応じ計上

する。 

Ｃ４（ｙ） ：特定の事業の政策ニーズ及び特殊要因に基づいて長期的な発生

が見込まれる資金需要について必要とする経費。特定の事業において、重点

施策の実施（競争的資金推進制度）、法令改正に伴い必要となる措置等の政

策ニーズ及び特殊要因に基づいて増加する経費並びにその他所要額の計上を

必要とする経費について必要に応じ計上する。 

Ｄ１（ｙ） ：自己収入。基本財産の運用より生じる利子収入等が想定され

る。 

Ｄ２（ｙ） ：特定の事業の自己収入。基本財産の運用により生じる利子収入

等が想定される。 

Ｓａ１（ｙ）：役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当す

る額。 

Ｓａ２（ｙ）：特定の事業の役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び超過勤務

手当に相当する額。 

Ｓｂ１（ｙ）：事業費中の人件費。 

Ｓｂ２（ｙ）：特定の事業費中の人件費。 

Ｒａ１（ｙ）：一般管理費のうち人件費相当分を除いた分。 

Ｒａ２（ｙ）：特定の事業の一般管理費のうち人件費相当分を除いた分。 

Ｒｂ１（ｙ）：事業に要する経費のうち人件費相当分を除いた分。 

Ｒｂ２（ｙ）：特定の事業に要する経費のうち人件費相当分を除いた分。 

 

 係数α、β、γ、δ、ｓ及びｄについては、以下の諸点を勘案した上で、各

年度の予算編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 



α１（一般管理費の効率化係数）：Ⅲ．１．（１）にて毎年度平均で前年度比

1.10％以上の効率化を行うこととしているため、この達成に必要な係数値

とする。 

α２（特定の事業の一般管理費の効率化係数）：Ⅲ．１．（１）にて毎年度平均

で前年度比 1.10％以上の効率化を行うこととしているため、この達成に必

要な係数値とする。 

β１（事業の効率化係数）：Ⅲ．１．（１）にて毎年度平均で前年度比 1.10％以

上の効率化を行うこととしているため、この達成に必要な係数値とする。 

β２（特定の事業の効率化係数）：Ⅲ．１．（１）にて毎年度平均で前年度比

1.10％以上の効率化を行うこととしているため、この達成に必要な係数値

とする。 

γ１（中長期的政策係数）：中長期的に必要となる技術シーズへの対応の必要

性、科学技術基本計画に基づく科学技術関係予算の方針、独立行政法人評

価制度委員会による評価等を総合的に勘案し、具体的な伸び率を決定す

る。 

γ２（特定の事業に係る中長期的政策係数）：γ１同様に、具体的な伸び率を

必要に応じ決定する。 

δ（消費者物価指数）：前年度の実績値を使用する。 

ｓ１（一般管理費人件費調整係数）：職員の新規採用、昇給、昇格、減給、降

格、退職及び休職等に起因した一人当たり給与等の変動の見込みに基づき

決定する。 

ｓ２（事業費人件費調整係数）：事業内容に基づき決定する。 

ｓ３（特定の事業の一般管理費人件費調整係数）：特定の事業の職員の新規採

用、昇給、昇格、減給、降格、退職及び休職等に起因した一人当たり給与

等の変動の見込みに基づき決定する。 

ｓ４（特定の事業費人件費調整係数）：特定の事業の内容に基づき決定する。 

ｄ１（自己収入調整係数）：自己収入の見込みに基づき決定する。 

ｄ２（特定の事業の自己収入調整係数）：特定の事業の自己収入の見込みに基

づき決定する。 

※上記の算定ルール中「特定の事業」とは、令和６年度以降にエネルギー対策

特別会計において措置される脱炭素成長型経済構造移行推進国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金による事業とする。 

 

 ①総計           （別表１－１） 

 ②一般勘定         （別表１－２） 

 ③電源利用勘定       （別表１－３） 

 ④エネルギー需給勘定    （別表１－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定   （別表１－５）  



⑥特定公募型研究開発業務勘定（別表１－６） 

⑦特定半導体勘定      （別表１－７） 

⑧安定供給確保支援業務勘定 （別表１－８） 

 

３．収支計画 

①総計           （別表２－１） 

②一般勘定           （別表２－２） 

③電源利用勘定         （別表２－３） 

④エネルギー需給勘定    （別表２－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定   （別表２－５） 

⑥特定公募型研究開発業務勘定（別表２－６） 

⑦特定半導体勘定      （別表２－７） 

⑧安定供給確保支援業務勘定 （別表２－８） 

 

４．資金計画 

①総計           （別表３－１） 

②一般勘定           （別表３－２） 

③電源利用勘定         （別表３－３） 

④エネルギー需給勘定    （別表３－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定   （別表３－５） 

⑥特定公募型研究開発業務勘定（別表３－６） 

⑦特定半導体勘定      （別表３－７） 

⑧安定供給確保支援業務勘定 （別表３－８） 

 

５．繰越欠損金の減少 

基盤技術研究促進事業については、管理費の低減化に努めるとともに、資金

回収を図り、繰越欠損金の着実な減少に努める。また、技術開発成果の事業

化・売上等の状況把握と回収可能性の見極めを行った上で、本事業の取り扱い

について第５期中長期目標期間中に目途をつける。 

基盤技術研究促進勘定において、保有有価証券に係る政府出資金について

は、有価証券の償還期限到来後、不要財産となることが見込まれる財産とし

て、速やかに国庫納付を行う。 

 

６．自己収入の増加へ向けた取組 

 独立行政法人化することによって可能となった事業遂行の自由度を最大限に

活用し、国以外から自主的かつ柔軟に自己収入を確保していくことが重要であ

る。 



このため、企業からの収益納付が増加するよう、より効果的な研究開発成果

の創出・社会実装の促進に精力的に取り組み、経済効果（アウトカム）の向上

を追求する。また、経済産業省と調整の上、研究開発による経済効果の発現時

期の実態を踏まえた上での納付対象期間の適正化の検討を行う等、補助、委託

等を含め事業の性質や内容を踏まえた収益の取扱いについて個別に検討する。

さらに、収益納付以外の手段について検討を行うことで、自己収入の獲得に引

き続き努める。 

 

７．運営費交付金の適切な執行に向けた取組 

 第４期中長期目標期間においては、海外実証事業における外国政府機関等に

起因する遅延や、新型コロナウイルス感染症の流行による影響等から運営費交

付金債務が発生しているところ、第５期中長期目標期間においては、各年度に

おいて適切な予算執行を行うことにより、運営費交付金債務の不要な発生を抑

制する。 

 

８．短期借入金の限度額 

 運営費交付金の受入の遅延、補助金、受託業務に係る経費の暫時立替えその

他予測し難い事故の発生等により生じた資金不足に対応するための短期借入金

の限度額は、400 億円とする。 

 

９．剰余金の使途 

 各勘定に剰余金が発生したときには、後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定

の負担に帰属すべき次の使途に充当できる。 

 ・ 研究開発業務の促進 

 ・ 広報並びに成果発表及び成果展示等 

 ・ 職員教育、福利厚生の充実と施設等の補修、整備 

 ・ 事務手続きの一層の簡素化、迅速化及び事業管理の充実等を図るための

電子化の推進 

 ・ 事業実施により発生した債権回収等業務に係る経費 

 

１０．その他主務省令で定める事項等 

（１）施設及び設備に関する計画（記載事項なし） 

 

（２）人事に関する計画 

（参考１）常勤職員数 

・期初の常勤職員数        1,500人  

・期末の常勤職員数の見積もり ： 総人件費については、政府の方針に従

い、必要な措置を講じる。 



 

 

（参考２）中長期目標期間中の人件費総額 

 第５期中長期目標期間中の人件費総額見込み 59,208百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当に相当する範囲の費用である。 

 

（３）中長期目標の期間を超える債務負担 

 中長期目標の期間を超える債務負担については、業務委託契約等において当

該事業のプロジェクト基本計画が中長期目標期間を超える場合で、当該債務負

担行為の必要性、適切性を勘案し合理的と判断されるものについて予定してい

る。 

 

（４）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 19条第１

項に規定する積立金の使途 

 前中長期目標期間末に経過勘定として計上し、第５期中長期目標期間中に費

用として計上するもの等に充当する。 

 

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項 

 上記のほか、機構の運営を一層効率的かつ効果的にするとともに、適切な運

営の確保に向けた取組を以下のとおり行う。 

 

１．法令遵守等内部統制の充実及びコンプライアンスの推進 

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等

の整備」（平成 26 年 11月 28日総務省行政管理局長通知）を踏まえ、内部統

制・リスク管理推進規程を整備し、当該規程に基づく、「内部統制の推進に関

する基本方針」の策定内部統制・リスク管理推進委員会の設置を行い、同委員

会で毎年度審議、策定する「行動計画」に基づき、引き続き、着実に推進す

る。また、内部統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・検証を踏まえ、

当該仕組みが有効に機能するよう、更なる充実を図る。コンプライアンスにつ

いては、今後更なる徹底を図るべく、法令遵守、法人倫理等のコンプライアン

ス意識向上のため、職員研修や啓発活動等を引き続き推進する。 

監査については、独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部に

おいて業務監査や会計監査を毎年度必ず実施する。その際には、監査組織は、

単なる問題点の指摘にとどまることなく、可能な限り具体的かつ建設的な改善

提案を含む監査報告を作成する。 



 不祥事発生の未然防止・再発防止の取組については、契約検査事務に関する

事項、制度改善に係る事項、不適切事案の共有やその対応など周知徹底を図

る。 

 不正事案への対処については、公益通報等に対して適切に対応するととも

に、研修等による職員の能力向上、社会情勢や過去の不正事案を踏まえた検査

の実施などにより、機構の活動全体の信頼性確保につなげる。 

 

２．情報セキュリティ対策等の徹底 

 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」を踏まえ、

情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとと

もに、アフターコロナ下の新しい働き方におけるセキュリティ対策を確実に行

うことにより、業務の安全性、信頼性を確保する。 

 また、平成 28 年度から継続している情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ＩＳＭＳ）の国際認証であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１を維持し、情報セ

キュリティ対策の一層の強化を図る。 

 

３. 技術流出の防止 

技術情報流出の防止強化のため、公的研究機関等において、外為法の遵守徹

底などの安全保障貿易管理の取組の促進や、経済安全保障推進法に基づく機微

な技術を適切に管理するための体制整備、研究インテグリティの確保に向けた

対応が求められていることを踏まえ、そのための具体的取組内容を推進する。 

また、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について（令和６年３月

29日関係府省申合せ）」における研究セキュリティ・インテグリティの確保の

ための今後の取組の方向性に沿った対応を実施する。重要経済安保情報の保護

及び活用に関する法律（令和６年５月 17 日法律第 27号）についても政府の方

針に沿った必要な対応を実施する。 

さらに、経済安全保障上重要となる技術情報は、技術進捗に伴い、刻々と変

化していくことが考えられる。こうした技術の変化に適切に対応していくた

め、前述Ⅰ．３.（１）に記載するＴＳＣを中心とした技術インテリジェンス

機能を活用した情報の収集、経済安全保障に関係するプロジェクト等の執行を

通じた政策貢献、関係プロジェクト等で得られた成果の適切な情報管理を着実

に行う。 

 

４．情報公開・個人情報保護の推進 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報

の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進する。具体的

には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13年 12月

５日法律第 140号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年５月 30



日法律第 57号）に基づき、適切に対応するとともに、職員への周知徹底を行

う。 

 



 

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

1,514,474 187,531 42,260 147 38,362 1,782,773

2,544,828 10,231 - 2,437,392 63,611 5,056,061

460 10 2 - 73 544

9,982 1,820 325 0 29,717 41,844

4,069,743 199,592 42,587 2,437,539 131,763 6,881,223

1,521,169 189,236 42,550 147 - 1,753,102

5,011,942 108,210 - 3,496,738 - 8,616,890

- - - - 97,277 97,277

- - - - 1,500 1,500

6,533,111 297,446 42,550 3,496,885 98,777 10,468,770

【人件費の見積り】

【注記1】

【注記2】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

902,364 18,815 14,087 147 5,454 940,866

1 0 0 - 5 6

1,737 36 27 0 228 2,028

904,102 18,851 14,114 147 5,687 942,900

902,831 18,825 14,094 147 - 935,897

- - - - 7,003 7,003

902,831 18,825 14,094 147 7,003 942,900

【人件費の見積り】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - - 1 1

- - - - 0 0

- - - - 1 1

0 - - - - 0

0 - - - - 0

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

612,110 168,716 28,173 - 32,908 841,907

35 10 2 - 31 77

6,473 1,784 298 - 1 8,556

618,618 170,510 28,473 - 32,940 850,540

618,262 170,412 28,456 - - 817,130

- - - - 33,409 33,409

618,262 170,412 28,456 - 33,409 850,540

【人件費の見積り】

業 務 収 入

そ の 他 収 入

計

別表１-１

予　算（総　計）
（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

運 営 費 交 付 金

計

　期間中総額７６，０２３百万円を支出する。

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

  各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

  「金額」欄の計数は、受託収入、国庫納付金が発生する資産売却収入等の支出が伴う収入が発生した場合には、その増加する収入金額を限度として、支出の金
額を増額することができる。

別表１-２

支　　出

業 務 経 費

国 庫 補 助 金 事 業 費

一 般 管 理 費

そ の 他 支 出

業 務 収 入

そ の 他 収 入

計

支　　出

予　算（一般勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

運 営 費 交 付 金

　期間中総額５，６５０百万円を支出する。

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

別表１-３

予　算（電源利用勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

業 務 経 費

一 般 管 理 費

計

そ の 他 収 入

計

支　　出

業 務 経 費

収　　入

業 務 収 入

予　算（エネルギー需給勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

運 営 費 交 付 金

計

別表１-４

業 務 経 費

一 般 管 理 費

計

業 務 収 入

そ の 他 収 入

計

支　　出

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

国 庫 補 助 金

　期間中総額３５，７３８百万円を支出する。



 

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

97 - - - 0 97

- - - - 17 17

97 - - - 17 114

75 - - - - 75

- - - - 4 4

- - - - 1,500 1,500

75 - - - 1,504 1,580

【人件費の見積り】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

2,544,828 10,231 - - 56,258 2,611,317

327 - - - 26 353

1,771 - - - 16,561 18,333

2,546,926 10,231 - - 72,846 2,630,003

5,011,942 108,210 - - - 5,120,152

- - - - 40,275 40,275

5,011,942 108,210 - - 40,275 5,160,428

【人件費の見積り】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - 1,102,470 1,121 1,103,591

- - - - 1 1

- - - - 3,570 3,570

- - - 1,102,470 4,692 1,107,162

- - - 1,918,204 - 1,918,204

- - - - 1,219 1,219

- - - 1,918,204 1,219 1,919,423

【人件費の見積り】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - 1,334,922 6,232 1,341,153

- - - - 9 9

- - - - 9,341 9,341

- - - 1,334,922 15,582 1,350,503

- - - 1,578,534 - 1,578,534

- - - - 15,365 15,365

- - - 1,578,534 15,365 1,593,899

【人件費の見積り】

　期間中総額３百万円を支出する。

　期間中総額２５，１０５百万円を支出する。

　期間中総額８９６百万円を支出する。

　期間中総額８，６３０百万円を支出する。

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

国 庫 補 助 金 事 業 費

一 般 管 理 費

計

そ の 他 収 入

業 務 収 入

計

支　　出

別表１-８

予　算（安定供給確保支援業務勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

国 庫 補 助 金

計

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

業 務 収 入

そ の 他 収 入

計

支　　出

国 庫 補 助 金 事 業 費

一 般 管 理 費

別表１-７

予　算（特定半導体勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

国 庫 補 助 金

そ の 他 支 出

計

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

計

支　　出

業 務 経 費

一 般 管 理 費

業 務 収 入

そ の 他 収 入

別表１-５

予　算（基盤技術研究促進勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

別表１-６

予　算（特定公募型研究開発業務勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

収　　入

国 庫 補 助 金

計

　但し、上記金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

業 務 収 入

そ の 他 収 入

計

支　　出

国 庫 補 助 金 事 業 費

一 般 管 理 費



 

 

  

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

6,503,025 297,428 42,547 3,496,885 99,309 10,439,195

6,503,025 297,428 42,547 3,496,885 99,309 10,439,195

6,497,266 295,917 42,291 3,496,885 - 10,332,359

- - - - 99,309 99,309

5,759 1,511 256 0 - 7,526

6,504,752 297,571 42,586 3,494,453 99,911 10,439,273

6,504,752 297,571 42,586 3,494,453 99,911 10,439,273

1,514,474 187,531 42,260 147 35,816 1,780,227

97 - - - - 97

4,979,839 108,211 - 3,494,305 26,979 8,609,335

- - - - 1,140 1,140

- - - - 0 0

- - - - 1 1

- - - - 3,585 3,585

- - - - 2,398 2,398

- - - - 29,919 29,919

10,342 1,829 327 0 73 12,571

1,727 143 39 △ 2,433 602 79

0 0 0 0 0 0

1,727 143 39 △ 2,433 602 79

【注記1】

【注記2】

【注記3】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

902,817 18,824 14,094 147 7,316 943,198

902,817 18,824 14,094 147 7,316 943,198

902,520 18,818 14,089 147 - 935,574

- - - - 7,316 7,316

297 6 5 0 - 308

904,101 18,851 14,114 147 5,992 943,205

904,101 18,851 14,114 147 5,992 943,205

902,364 18,815 14,087 147 5,098 940,510

- - - - 101 101

- - - - 289 289

- - - - 271 271

- - - - 228 228

1,738 36 27 0 5 1,806

1,284 27 20 0 △ 1,324 6

目 的 積 立 金 取 崩 額 0 0 0 0 0 0

1,284 27 20 0 △ 1,324 6

【注記】

総 利 益 (△ 総 損 失)

  退職手当については、運営費交付金を財源としている。

賞与引当金見返に係る収益

退職給付引当金見返に係る収益

財 務 収 益

雑 益

純 利 益 (△ 純 損 失)

収 益 の 部

経 常 収 益

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

一 般 管 理 費

雑 損

収支計画（一般勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

賞与引当金見返に係る収益

退職給付引当金見返に係る収益

  「特定公募型研究開発業務勘定」、「特定半導体勘定」及び「安定供給確保支援業務勘定」の退職手当については、国庫補助金を財源としている。

賞 与 引 当 金 戻 入 益
退職給付引当金戻入

益

運 営 費 交 付 金 収 益

業 務 収 益

補 助 金 等 収 益

資 産 見 返 負 債 戻 入

財 務 収 益

  「一般勘定」及び「エネルギー需給勘定」の退職手当については、運営費交付金を財源としている。

別表２-１

収支計画（総　計）
（単位：百万円）

区　　　　分

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

一 般 管 理 費

雑 損

　各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

別表２-２

雑 益

純 利 益 (△ 純 損 失)

目 的 積 立 金 取 崩 額

総 利 益 (△ 総 損 失)

資 産 見 返 負 債 戻 入

収 益 の 部

経 常 収 益

運 営 費 交 付 金 収 益



 

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

0 - - - 1 1

0 - - - 1 1

0 - - - - 0

- - - - 1 1

- - - - 2 2

- - - - 2 2

- - - - 1 1

- - - - 0 0

- - - - 1 1

△ 0 - - - 1 1

目 的 積 立 金 取 崩 額 0 - - - 0 0

△ 0 - - - 1 1

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

618,194 170,393 28,453 - 33,625 850,666

618,194 170,393 28,453 - 33,625 850,666

612,733 168,888 28,202 - - 809,823

- - - - 33,625 33,625

5,461 1,505 251 - - 7,218

618,615 170,509 28,473 - 33,107 850,704

618,615 170,509 28,473 - 33,107 850,704

612,110 168,716 28,173 - 30,717 839,717

- - - - 934 934

- - - - 1,335 1,335

- - - - 90 90

- - - - 1 1

6,199 2,114 285 - 31 8,629

421 116 19 - △ 518 39

目 的 積 立 金 取 崩 額 0 0 0 - 0 0

421 116 19 - △ 518 39

【注記】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

75 - - - 6 81

75 - - - 6 81

75 - - - - 75

- - - - 6 6

97 - - - 17 114

97 - - - 17 114

97 - - - - 97

- - - - 0 0

- - - - 1 1

- - - - 15 15

0 - - - 0 0

22 - - - 11 33

0 - - - 0 0

22 - - - 11 33

一 般 管 理 費

別表２-３

収支計画（電源利用勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

資 産 見 返 負 債 戻 入

財 務 収 益

雑 益

純 利 益 (△ 純 損 失)

収 益 の 部

経 常 収 益

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

一 般 管 理 費

雑 損

総 利 益 (△ 総 損 失)

別表２-４

収支計画（エネルギー需給勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

純 利 益 (△ 純 損 失)

収 益 の 部

経 常 収 益

運 営 費 交 付 金 収 益

賞与引当金見返に係る収益

退職給付引当金見返に係る収益

資 産 見 返 負 債 戻 入

財 務 収 益

雑 益

業 務 収 益

総 利 益 (△ 総 損 失)

  退職手当については、運営費交付金を財源としている。

別表２-５

収支計画（基盤技術研究促進勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

総 利 益 (△ 総 損 失)

賞 与 引 当 金 戻 入 益
退職給付引当金戻入

益

純 利 益 (△ 純 損 失)

目 的 積 立 金 取 崩 額

収 益 の 部

経 常 収 益

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

一 般 管 理 費

財 務 収 益

雑 益



研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

4,981,938 108,211 - - 40,863 5,131,012

4,981,938 108,211 - - 40,863 5,131,012

4,981,938 108,211 - - - 5,090,149

- - - - 40,863 40,863

4,981,938 108,211 - - 40,863 5,131,012

4,981,938 108,211 - - 40,863 5,131,012

4,979,839 108,211 - - 21,742 5,109,792

- - - - 103 103

賞与引当金見返に係る収益 - - - - 1,317 1,317

退職給付引当金見返に係る収益 - - - - 1,019 1,019

- - - - 16,657 16,657

2,099 - - - 26 2,125

- - - - - -

目 的 積 立 金 取 崩 額 0 0 - - 0 0

- - - - - -

【注記】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - 1,918,204 1,247 1,919,451

- - - 1,918,204 1,247 1,919,451

- - - 1,918,204 - 1,918,204

- - - - 1,247 1,247

- - - 1,915,772 3,680 1,919,451

- - - 1,915,772 3,680 1,919,451

- - - 1,915,772 - 1,915,772

- - - - 0 0

賞与引当金見返に係る収益 - - - - 41 41

退職給付引当金見返に係る収益 - - - - 45 45

- - - - 3,593 3,593

- - - - 1 1

- - - △ 2,433 2,433 -

目 的 積 立 金 取 崩 額 - - - 0 0 0

- - - △ 2,433 2,433 -

【注記】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - 1,578,534 16,252 1,594,786

- - - 1,578,534 16,252 1,594,786

- - - 1,578,534 - 1,578,534

- - - - 16,252 16,252

- - - 1,578,534 16,252 1,594,786

- - - 1,578,534 16,252 1,594,786

- - - 1,578,534 5,238 1,583,772

- - - - 1 1

賞与引当金見返に係る収益 - - - - 603 603

退職給付引当金見返に係る収益 - - - - 974 974

- - - - 9,426 9,426

- - - - 9 9

- - - - - -

目 的 積 立 金 取 崩 額 - - - 0 0 0

- - - - - -

【注記】

  退職手当については、国庫補助金を財源としている。

雑 益

純 利 益 (△ 純 損 失)

総 利 益 (△ 総 損 失)

収 益 の 部

経 常 収 益

補 助 金 等 収 益

資 産 見 返 負 債 戻 入

財 務 収 益

別表２-８

一 般 管 理 費

別表２-６

収支計画（特定公募型研究開発業務勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

一 般 管 理 費

収支計画（安定供給確保支援業務勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

収 益 の 部

経 常 収 益

補 助 金 等 収 益

資 産 見 返 負 債 戻 入

財 務 収 益

雑 益

純 利 益 (△ 純 損 失)

別表２-７

収支計画（特定半導体勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

費 用 の 部

経 常 費 用

業 務 費

一 般 管 理 費

総 利 益 (△ 総 損 失)

  退職手当については、国庫補助金を財源としている。

財 務 収 益

雑 益

純 利 益 (△ 純 損 失)

総 利 益 (△ 総 損 失)

  退職手当については、国庫補助金を財源としている。

収 益 の 部

経 常 収 益

補 助 金 等 収 益

資 産 見 返 負 債 戻 入



 

 

 

 

  

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

7,062,969 299,783 42,970 4,233,262 366,609 12,005,593

6,541,497 299,664 42,928 3,496,745 97,277 10,478,111

79 19 3 0 68,044 68,146

- - - - 1,500 1,500

521,393 100 38 736,517 199,788 1,457,836

7,063,074 299,783 42,970 4,233,262 366,504 12,005,593

4,069,788 199,591 42,586 2,437,539 131,766 6,881,271

1,514,474 187,531 42,260 147 38,362 1,782,773

2,544,828 10,231 - 2,437,392 63,611 5,056,061

508 10 2 - 77 596

9,979 1,820 325 0 29,717 41,841

3 1 0 - 222,600 222,604

2,993,283 100,191 383 1,795,724 12,137 4,901,719

【注記】

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

904,156 18,863 14,129 147 7,013 944,307

903,384 18,836 14,103 147 7,003 943,473

11 0 0 0 9 21

761 26 26 0 - 813

904,156 18,863 14,129 147 7,013 944,307

904,101 18,851 14,114 147 5,687 942,900

902,364 18,815 14,087 147 5,454 940,866

1 0 0 - 5 6

1,737 36 27 0 228 2,028

0 0 0 - - 0

54 12 15 0 1,326 1,407

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

45 - - - 170 215

45 - - - - 45

- - - - 170 170

45 - - - 170 215

- - - - 1 1

- - - - 1 1

- - - - 0 0

45 - - - 169 214

投 資 活 動 に よ る 支 出

前 年 度 よ り の 繰 越 金

業 務 収 入

そ の 他 の 収 入

業 務 活 動 に よ る 支 出

翌 年 度 へ の 繰 越 金

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

前 年 度 よ り の 繰 越 金

別表３-３

資金計画（電源利用勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 収 入

そ の 他 の 収 入

投 資 活 動 に よ る 収 入

翌 年 度 へ の 繰 越 金

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

運営費交付金による収入

業 務 活 動 に よ る 支 出

投 資 活 動 に よ る 支 出

前 年 度 よ り の 繰 越 金

　各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

別表３-２

資金計画（一般勘定）

財 務 活 動 に よ る 支 出

翌 年 度 へ の 繰 越 金

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

運営費交付金による収入

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

別表３-１

資金計画（総　計）
（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 活 動 に よ る 支 出

国 庫 補 助 金 に よ る 収 入

業 務 収 入

そ の 他 の 収 入

投 資 活 動 に よ る 収 入



 

  

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

626,507 172,715 28,841 - 33,482 861,545

626,283 172,623 28,826 - 33,409 861,140

68 19 3 - 72 162

156 74 12 - - 242

626,612 172,715 28,841 - 33,377 861,545

618,615 170,509 28,473 - 32,940 850,537

612,110 168,716 28,173 - 32,908 841,907

35 10 2 - 31 77

6,471 1,784 298 - 1 8,553

2 1 0 - - 3

7,994 2,205 368 - 437 11,005

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

98 - - - 4,353 4,451

75 - - - 4 80

- - - - 1,000 1,000

- - - - 1,500 1,500

22 - - - 1,849 1,871

98 - - - 4,353 4,451

97 - - - 17 114

97 - - - 0 97

- - - - 17 17

- - - - 2,500 2,500

0 - - - 1,836 1,837

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

5,532,163 108,205 - - 292,949 5,933,318

5,011,710 108,205 - - 40,275 5,160,190

- - - - 66,945 66,945

520,454 - - - 185,728 706,182

5,532,163 108,205 - - 292,949 5,933,318

2,546,974 10,231 - - 72,849 2,630,054

2,544,828 10,231 - - 56,258 2,611,317

375 - - - 30 405

1,771 - - - 16,561 18,333

- - - - 220,100 220,100

2,985,189 97,974 - - - 3,083,163

投 資 活 動 に よ る 収 入

前 年 度 よ り の 繰 越 金

国 庫 補 助 金 に よ る 収 入

業 務 収 入

そ の 他 の 収 入

投 資 活 動 に よ る 収 入

前 年 度 よ り の 繰 越 金

業 務 収 入

そ の 他 の 収 入

業 務 活 動 に よ る 支 出

投 資 活 動 に よ る 支 出

財 務 活 動 に よ る 支 出

翌 年 度 へ の 繰 越 金

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

前 年 度 よ り の 繰 越 金

別表３-５

資金計画（基盤技術研究促進勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 収 入

そ の 他 の 収 入

投 資 活 動 に よ る 収 入

翌 年 度 へ の 繰 越 金

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

運営費交付金による収入

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 活 動 に よ る 支 出

投 資 活 動 に よ る 支 出

別表３-４

資金計画（エネルギー需給勘定）

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

別表３-６

資金計画（特定公募型研究開発業務勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 活 動 に よ る 支 出

投 資 活 動 に よ る 支 出

翌 年 度 へ の 繰 越 金



 

 

 

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - 2,076,866 5,579 2,082,444

- - - 1,918,201 1,219 1,919,421

- - - - 1 1

- - - 158,664 4,358 163,022

- - - 2,076,866 5,579 2,082,444

- - - 1,102,470 4,692 1,107,162

- - - 1,102,470 1,121 1,103,591

- - - - 1 1

- - - - 3,570 3,570

- - - 974,396 886 975,282

研究開発マネジメン
トを通じたイノベー
ション創出への貢献

研究開発マネジメン
トを通じたスタート
アップの成長支援

政策立案や研究開発
マネジメントに貢献
す る 技 術 イ ン テ リ
ジェンスの強化・蓄
積

基金事業の適切な管
理・執行

法人共通 合計

- - - 2,156,250 23,063 2,179,313

- - - 1,578,397 15,365 1,593,762

- - - - 16 16

- - - 577,853 7,683 585,535

- - - 2,156,250 23,063 2,179,313

- - - 1,334,922 15,582 1,350,503

- - - 1,334,922 6,232 1,341,153

- - - - 9 9

- - - - 9,341 9,341

- - - 821,328 7,482 828,810

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

国 庫 補 助 金 に よ る 収 入

業 務 収 入

別表３-８

資金計画（安定供給確保支援業務勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 活 動 に よ る 支 出

投 資 活 動 に よ る 支 出

翌 年 度 へ の 繰 越 金

そ の 他 の 収 入

前 年 度 よ り の 繰 越 金

資 金 収 入

業 務 活 動 に よ る 収 入

国 庫 補 助 金 に よ る 収 入

そ の 他 の 収 入

前 年 度 よ り の 繰 越 金

業 務 収 入

別表３-７

資金計画（特定半導体勘定）

（単位：百万円）

区　　　　分

資 金 支 出

業 務 活 動 に よ る 支 出

投 資 活 動 に よ る 支 出

翌 年 度 へ の 繰 越 金


